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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の物品（Ｃ）を包装するための包装組立体（１）であって、
　物品（Ｃ）を受容するための少なくとも１つの内部区画（４）を画定する内側本体部（
２）、
　前記内側本体部（２）を少なくとも部分的に包囲する又は取り囲む外側本体部（５）、
及び、
　前記少なくとも１つの内部区画（４）へのアクセスを防止する閉位置と前記少なくとも
１つの内部区画（４）へのアクセスを可能にする開位置との間を移動可能なカバー部材（
７）を備えており、
　前記外側本体部（５）は、前記閉位置と前記開位置との間でカバー部材（７）を移動さ
せるために、前記内側本体部（２）に対して第１位置（Ａ）と第２位置（Ｂ）との間で移
動可能であり、
　前記内側及び外側本体部（２，５）は、前記内側本体部（２）に対して前記外側本体部
（５）が前記第２位置（Ｂ）にある際に、前記カバー部材（７）を開位置に保持するよう
互いに係合して解放可能に掛止又は相互係止するよう構成及び配置された相補的な掛止手
段を含んでおり、
　前記カバー部材（７）は、前記外側本体部（５）の上方リム部（１７）に位置する外側
ヒンジ連結部（８）を介して前記外側本体部（５）に枢支連結されており、
　前記カバー部材（７）は、前記カバー部材（７）が前記内側本体部（２）に対して前記
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開位置と前記閉位置との間で枢動するように、内側ヒンジ連結部（１６）を介して前記内
側本体部（２）に枢支連結されている、包装組立体（１）。
【請求項２】
　前記外側本体部（５）は、前記内側本体部（２）に対して前記第１位置（Ａ）と前記第
２位置（Ｂ）との間で並進変位又は摺動変位にて移動可能である、請求項１に記載の包装
組立体。
【請求項３】
　前記外側本体部（５）は、前記内側本体部（２）に対して前記第１位置と前記第２位置
との間で回転運動又は回動運動にて移動可能である、請求項１又は２に記載の包装組立体
（１）。
【請求項４】
　前記内側本体部（２）は、直立した棒状の連結要素（１２）であって、対応するスタッ
ドピン（１４）の一方の端部を受容するための横向溝（１３）を上側端部に含んでいる連
結要素（１２）を備えており、
　前記カバー部材（７）は、その内側に設けられた追加のヒンジ要素（１５）であって、
前記スタッドピン（１４）の他方の端部を受容するための孔を含んでいる追加のヒンジ要
素（１５）備えており、
　前記内側ヒンジ連結部（１６）は、前記スタッドピン（１４）の一方の端部を前記連結
要素（１２）の前記横向溝（１３）内に、他方の端部を前記追加のヒンジ要素（１５）の
前記孔内に挿入することによって、前記連結要素（１２）と、前記追加のヒンジ要素（１
５）とを連結している部分である、請求項１～３のいずれか１項に記載の包装組立体。
【請求項５】
　前記内側本体部（２）が内側筐体を形成し、前記外側本体部（５）が前記内側筐体（２
）を取り囲む外側筐体を形成しているスリーブの形態である、請求項１～４のいずれか１
項に記載の包装組立体（１）。
【請求項６】
　前記内側本体部（２）に対して前記外側本体部（５）を前記第１位置（Ａ）に向かって
付勢又は押勢する付勢手段（１２）をさらに含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の
包装組立体（１）。
【請求項７】
　前記相補的な掛止手段は、前記外側本体部（５）の内表面に設けられた少なくとも１つ
の第１掛止要素（２３）と、前記内側本体部（２）の外表面に設けられた少なくとも１つ
の相補的な第２掛止要素（２２）とを含み、前記第１及び第２掛止要素（２２，２３）の
一方又は両方が、前記相補的な掛止手段の相互係止及び／又は解放を容易にするように変
形可能又は撓み可能である、請求項１～６のいずれか一項に記載の包装組立体（１）。
【請求項８】
　前記第１掛止要素は、カバー部材（７）を前記開位置に保持するために、前記外側本体
部（５）が前記内側本体部（２）に対して前記第２位置（Ｂ）にある際に前記第２掛止要
素の第２係止面と協同して該第２係止面に当接する第１係止面を含む、請求項７に記載の
包装組立体（１）。
【請求項９】
　前記相補的な掛止手段は、前記外側本体部（５）に対して前記内側本体部（２）の端部
に加えられた圧力又は牽引力によって双方から自動的に係合解除されるように構成されて
いる、請求項７又は８に記載の包装組立体（１）。
【請求項１０】
　前記内側本体部（２）及び前記外側本体部（５）は、前記第１及び第２位置（Ａ、Ｂ）
を画定する止め手段であって、前記外側本体部（５）が前記内側本体部（２）に対して移
動することを前記第１及び第２位置（Ａ、Ｂ）の間に制限する止め手段を含む、請求項１
～９のいずれか１項に記載の包装組立体。
【請求項１１】
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　前記内側本体部（２）は、前記少なくとも１つの内部区画（４）内に細長い物品（Ｃ）
を収容するように構成されていると共に、前記外側本体部が前記第２位置（Ｂ）にある際
に前記外側本体部（５）の開口を通じて前記物品（Ｃ）の提供がなされるように前記外側
本体部（５）に取り付けられている、請求項１～１０のいずれか１項に記載の包装組立体
。
【請求項１２】
　前記カバー部材（７）は、前記外側本体部（５）の少なくとも１つの開口及び／又は内
側本体部（２）の少なくとも１つの内部区画（４）の閉位置における気密閉塞又は気密封
止を形成するように構成されている、請求項１～１１のいずれか１項に記載の包装組立体
（１）。
【請求項１３】
　前記内側本体部（２）、前記外側本体部（５）及び前記カバー部材（７）は、ポリエチ
レン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）又はポリウレタン（ＰＵ）のようなプラスチック
材料より作製されている、請求項１～１２のいずれか１項に記載の包装組立体（１）。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の包装組立体（１）を備えており、複数の物品（
Ｃ）が前記内側本体部（２）の前記少なくとも１つの内部区画（３）内に保持される、物
品（Ｃ）のパック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装される物品のための包装組立体及びそのような物品のパックに関する。
【０００２】
　本発明の包装組立体は、電子的蒸気送配システム、電子タバコ又は「ｅ－シガレット」
等としても知られる吸入器を包装するのに特に適している。したがって、本発明は、詳し
くはこれらの物品パックもまた提供する。しかしながら、重要なことに、本発明の包装組
立体は、このような特定の包装用途に限定されず、他の物品の範囲に適していてもよく、
該物品の範囲のために採用されてもよい。
【背景技術】
【０００３】
　個人用バポライザー、ｅ－シガレット及び電子的蒸気送配システムのような上述のタイ
プの吸入器は、タバコ、シガリロ、シガー等のような旧来の喫煙物品の代替物として提案
されている。これらの吸入器はまだ市場では比較的新しいが、吸入器のための新規な利便
性に優れた包装構想を開発するための取り組みが既になされている。そのような包装構想
の一例は、ＷＯ２０１３／１４２６７１Ａ１に記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、ｅ－シガレット又は個人用バポライザーのような吸入器に特に適した、新規
な利便性に優れた使い勝手のよい包装構想を提供するという課題に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、請求項１に記載の特徴を有する包装組立体が提供される。本発明の多
くの好ましい及び／又は有利な特徴は、従属請求項に記載される。
【０００６】
　したがって、一態様によれば、本発明は、１つ以上の物品を包装するための包装組立体
であって、
　物品を受容するための少なくとも１つの内部区画を画定する内側本体部、
　内側本体部を少なくとも部分的に取り囲む外側本体部、及び、
　少なくとも１つの内部区画へのアクセスを防止する閉位置と少なくとも１つの内部区画
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へのアクセスを可能にする開位置との間を移動可能なカバー部材を備えており、
　外側本体部は、閉位置と開位置との間でカバー部材を移動させるために、内側本体部に
対して第１位置と第２位置との間で移動可能である、包装組立体を提供する。
【０００７】
　このようにして、本発明は、内部区画に収容された１つ以上の物品へのアクセスを可能
にする又は防止するようにカバー部材を開閉するためのシンプルで利便性に優れた機構を
備えた包装組立体を提供する。これにより、使用者が包装組立体を取り扱う際、使用者は
、その内容物にアクセスするために、さらにカバー部材を直接取り扱う必要がない。それ
どころか、単に包装組立体の外側本体部を取り扱うだけで、使用者は外側本体部を内側本
体部に対して手動で動かすことによりカバー部材を開くことができる。
【０００８】
　特に好ましい実施形態では、包装組立体の外側本体部は、使用者によって把持及び／又
は保持されるように構成される。この目的のため、外側本体部は、使用者による外側本体
部の快適かつ安全な取り扱いを促進するためのグリップ部を含んでいてもよく、例えば、
１つ以上のグリップ要素を有していてもよい。これにより、グリップ部、例えば１つ以上
のグリップ要素は、外側本体部が内側本体部に対して手動で動くことを容易にし得る。こ
の目的のため、任意のグリップ要素を含むグリップ部は、例えば、外側本体部における使
用者のグリップを強化するために、曲面外形を有していてもよく、及び／又は、比較的軟
質又は弾力性のある合成材料を含んでいてもよい。
【０００９】
　好ましい実施形態では、内側本体部は、少なくとも１つの内部区画内に１つ以上の細長
い物品を収容するように構成されている。この点において、各内部区画は、好ましくは、
１つ以上のｅ－シガレットを収容して保持するように構成される。さらに、内側本体部は
、（例えば、外側本体部に関する）包装組立体内に構成及び配置されてもよい。これによ
り、外側本体部が内側本体部に対して第２位置に移動させられた際に、物品の提供又は提
示がカバー部材の開口によって行われる又はなされる。このようにして、包装組立体は、
物品のパックを開閉するためのシンプルで利便性に優れた機構を提供するだけでなく、包
装体が開かれた際にそれらの物品を使用者に提供又は提示するように構成することもでき
る。
【００１０】
　好ましい実施形態では、包装組立体は、カバー部材が開位置にある際に、少なくとも１
つの内側区画内の１つ以上の細長い物品が内側本体部から不意に落下するのを抑制又は防
止するための保持手段を含んでいる。この点において、保持手段は、望ましくは内部区画
内に配置され、好ましくは、物品と接触して、該内部区画から物品が取り除かれることに
対する抵抗（例えば、摩擦抵抗）を付与するように構成されている。有利には、保持手段
は、物品と接触して物品の移動に対する摩擦抵抗を提供するために、内部区画に設けられ
た繊維又は起毛を含んでいてもよい。あるいは又はこれに加えて、保持手段は、物品を不
意に取り除かれないように保持する顎部材を含んでもよい。
【００１１】
　好ましい実施形態では、包装組立体は、外側本体部の開口及び／又は内側本体部の内部
区画の閉位置における実質的な気密閉塞又は気密封止を形成するように構成された封止要
素を含んでいる。封止要素は、カバー部材の内面に形成され、又は、設けられていてもよ
い。カバー部材自体は、蓋又はキャップの形態で、例えば包装組立体の上端領域に設けら
れていてもよい。これにより、封止要素は、蓋又はキャップが閉位置にある際に外側本体
部及び／又は内側本体部に対して封止するため、蓋又はキャップの縁又はリムにおいて又
はその周囲に配置されていてもよい。あるいは、封止要素は、外側本体部及び／又は内側
本体部の上方リム又は上縁に（例えば、封止ガスケットとして）設けられていてもよい。
【００１２】
　好ましい実施形態では、カバー部材は、外側本体部に連結されており、外側本体部が内
側本体部に対して第１位置から第２位置に移動させられる際に、閉位置から開位置に移動
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するように構成されている。より詳細には、カバー部材は、好ましくは、外側本体部が内
側本体部に対して第１位置と第２位置との間で移動する際にカバー部材もまた閉位置と開
位置との間で枢動するように、例えばヒンジ連結部を介して、外側本体部に枢支連結され
ている。この点に関して、カバー部材は、外側本体部に外側枢軸を介して枢支連結されて
いる。
【００１３】
　本発明の特に好ましい実施形態では、カバー部材は、内側本体部に（例えば、ヒンジ連
結部を介して）枢支連結されており、それによってカバー部材が内側本体部に対して閉位
置と開位置との間で枢動する。これにより、カバー部材は、内側本体部に内側枢軸を介し
て枢支連結される。したがって、カバー部材は、内側本体部と外側本体部との両方に枢支
連結されていてもよい。その場合、内側枢軸は、典型的には、外側枢軸に対して実質的に
平行であるが、外側枢軸から横方向及び／又は内方にずれている。また、内側枢軸及び外
側枢軸のうち一方は、好ましくは、内側本体部又は外側本体部のそれぞれに対して変位可
能である。
【００１４】
　好ましい実施形態では、外側本体部は、内側本体部に対して第１位置と第２位置との間
で並進移動又は摺動移動するように構成されている。これにより、使用者は、外側本体部
を把持して、外側本体部を第１位置と第２位置との間で移動させるために内側本体部に対
して摺動又は変位（例えば、並進）させることができる。好ましい実施形態では、外側本
体部が包装体の上部を形成すると共に内側本体部が包装の下部又は底部を形成しており、
それによって、並進相対運動は、外側本体部に下向きの圧力を付与することにより及ぼさ
れ得る。あるいは又はそれに加えて、外側本体部は、内側本体部に対して第１位置と第２
位置との間で回転運動又は回動運動するように構成されていてもよい。
【００１５】
　好ましい実施形態では、内側本体部が、物品を受容するための少なくとも１つの内部区
画を画定する内側筐体を形成しており、外側本体部が内側筐体を（例えば、スリーブ方式
で）包囲する又は取り囲む外側筐体を形成している。これにより、外側筐体は、（１つ以
上の）物品を受容及び収容する内側筐体に対して移動させられるように、すなわち、並進
及び／又は回転するように構成されていてもよい。特に好ましい実施形態では、内側本体
部と外側本体とが併せて包装組立体の容器を形成しており、カバー部材は容器を開閉する
ように移動可能である。
【００１６】
　好ましい実施形態では、包装組立体は、内側本体部に対して外側本体部を第１位置に向
かって付勢又は押勢するように構成及び配置された付勢手段、例えば少なくとも１つのば
ね部材をさらに含んでいてもよい。これにより、外側本体部の内側本体部に対する第１位
置から第２位置への移動は、この付勢又は力（例えば、ばね付勢）に抗して行われる。換
言すれば、包装組立体は、外側本体部を第１位置に戻すように作用させる又はそのように
機能する。
【００１７】
　特に好ましい実施形態では、内側本体部及び外側本体部のいずれか又は両方は、第１及
び第２位置を画定するように構成された止め手段であって、外側本体部が内側本体部に対
して移動することをそれらの第１位置と第２位置との間で止める又はその間に制限するよ
うに機能する止め手段を含んでいる。各止め手段は、典型的には、第１及び第２位置での
さらなる相対移動を防止するように相互作用又は相互係合する１つ以上の当接部材、例え
ば突起又は肩部を備えている。
【００１８】
　好ましい実施形態では、内側及び外側本体部は、内側部に対して外側本体部が第２位置
に移動させられた際に、互いに係合して解放可能に相互係止することによりカバー部材を
開位置に保持するよう構成及び配置された相補的な掛止手段を含んでいる。これに関し、
相補的な掛止手段は、外側本体部の内側部又は内表面に設けられた少なくとも１つの第１
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掛止要素と、内側本体部の外側部又は外表面に設けられた少なくとも１つの相補的な第２
掛止要素とを含む。相補的な掛止手段の第１及び第２掛止要素は、外側本体部が第２位置
に移動させられた際に、互いに係合して解放可能に相互係止するように構成され、好まし
くは、内側本体部（例えば、その端部）に外側本体部に対して所定の圧力又は牽引力が加
えられた際に、双方より係合解除又は解放されるようにも構成される。例えば、包装組立
体が使用者の手に保持されているとき、物品を内部区画に挿入することにより、相補的な
掛止手段を係合解除させるように作用する力を内側本体部が加えられてもよい。このとき
、外側本体部は、物品が区画に導入された際に、内側本体部に対して（例えば、ばね付勢
の作用下で）第２位置から第１位置に戻るように移動し、それによってカバー部材を開位
置から閉位置に戻すように移動させてもよい。使用者の手に保持された外側本体部に対し
て内側本体部に作用する物品（例えば、ｅ－シガレット）の重量であっても、相補的な掛
止手段を係合解除又は解放するのに十分であり得る。各物品又はｅ－シガレットは、数グ
ラムの質量を有していてもよく、例えば、４ｇ又は５ｇの質量を有していてもよい。第１
及び第２掛止要素のうち１つ以上は、それらの相互係止及び／又は解放を容易にするため
に、変形可能又は撓み可能であってもよい。
【００１９】
　したがって、特に好ましい実施形態では、第１掛止要素は、カバー部材を開位置に保持
するために、外側本体部が内側本体部に対して第２位置に移動させられた際に第２掛止要
素の相補的な第２係止面と協同して該第２係止面に当接する第１係止面を有する。この目
的のため、第１及び第２掛止要素の係止面は、典型的には互いに当接している又はもたれ
かかっている。第１掛止要素はまた、外側本体部が内側本体部に対して第２位置に向かっ
て移動する際に第２掛止要素の第２傾斜面と協同する第１傾斜面を有していてもよい。第
１傾斜面及び第１係止面は、好ましくは共通平面から互いに収斂していてもよく、このと
き第２傾斜面と第２係止面もまた、共通平面から互いに収斂していてもよい。
【００２０】
　特に好ましい実施形態では、内側本体部、外側本体部、及びカバー部材は、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン又はポリウレタンのようなポリマープラスチック材料から作製されて
おり、好ましくは射出成形されている。
【００２１】
　別の態様では、本発明は、上述の実施形態のいずれか１つに係る包装組立体を有する、
ｅ－シガレットのような物品のパックを提供する。すなわち、物品パックは、
　物品を収容する１つの内部区画又は複数の内部区画を画定する内側本体部、
内側本体部を少なくとも部分的に包囲する又は取り囲む外側本体部、及び、
　（１つ又は複数の）内部区画へのアクセスを防止するための閉位置と（１つ又は複数の
）内部区画へのアクセスを可能にするための開位置との間を移動可能なカバー部材を備え
ており、
　外側本体部は、閉位置と開位置との間でカバー部材を移動させるために、内側本体部に
対して第１位置と第２位置との間で移動可能である、包装組立体を含んでいる。
【００２２】
　本発明及びその利点のより詳細な理解のため、以下の説明において添付の図面を参照し
つつ、本発明の例示の実施形態についてより詳細に説明する。これらの図面において、同
様の参照符号は同様の部分を示す。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１（ａ）は、本発明の特定の実施形態に係る包装組立体の、蓋が閉位置にある
状態における正面図である。図１（ｂ）は、図１（ａ）の包装組立体の側面図である。図
１（ｃ）は、図１（ａ）の包装組立体の側面図である。図１（ｄ）は、図１（ａ）の包装
組立体の背面図である。図１（ｅ）は、図１（ａ）の包装組立体の上面図である。
【図２】は、図１（ａ）の包装組立体の、蓋が開位置にある状態における正面図である。
図２（ｂ）は、図２（ａ）の包装組立体の側面図である。図２（ｃ）は、図２（ａ）の包
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装組立体の側面図である。図２（ｄ）は、図２（ａ）の包装組立体の背面図である。図２
（ｅ）は、図２（ａ）の包装組立体の上面図である。
【図３】図３（ａ）は、図１に示される包装組立体の正面斜視図である。図３（ｂ）は、
図１に示される包装組立体の背面斜視図である。
【図４】図４は、図２に示される包装組立体の、ｅ－シガレットを備えた状態における正
面斜視分解図である。
【図５】図５は、図２に示される包装組立体の、ｅ－シガレットを備えた状態における背
面斜視分解図である。
【図６－１】図６（ａ）は、図１（ａ）に対応する包装組立体の正面図である。図６（ｃ
）は、図１（ｃ）に対応する側面図である。図６（ｄ）は、図６（ｃ）の矢印Ｉ－Ｉ方向
の断面図である。図６（ｅ）は、図１（ｅ）に対応する上面図である。図６（ｆ）は、包
装組立体の底面図である。図６（ｇ）は、図１（ｄ）に対応する背面図である。
【図６－２】図６（ｂ）は、図６（ａ）の矢印Ｂ－Ｂ方向の断面図である。図６（ｈ）は
、図６（ｇ）の矢印Ｇ－Ｇ方向の断面図である。図６（ｊ）は、図６（ａ）の矢印Ｈ－Ｈ
方向の断面図である。図６（ｋ）は、図６（ａ）の矢印Ｆ－Ｆ方向の断面図である。
【図７－１】図７（ａ）は、図２（ａ）に対応する包装組立体の正面図である。図７（ｃ
）は、図２（ｃ）に対応する側面図である。図７（ｄ）は、図７（ｃ）の矢印Ｉ－Ｉ方向
の断面図である。図７（ｅ）は、図２（ｅ）に対応する上面図である。図７（ｆ）は、包
装組立体の底面図である。図７（ｇ）は、図２（ｄ）に対応する背面図である。
【図７－２】図７（ｂ）は、図７（ａ）の矢印Ｂ－Ｂ方向の断面図である。図７（ｈ）は
、図７（ｇ）の矢印Ｇ－Ｇ方向の断面図である。図７（ｊ）は、図７（ａ）の矢印Ｈ－Ｈ
方向の断面図である。図７（ｋ）は、図７（ａ）の矢印Ｆ－Ｆ方向の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　添付の図面は、本発明のさらなる理解を提供するために本明細書に含まれ及び組み込ま
れると共に、本明細書の一部を構成する。これらの図面は、本発明の特定の実施形態を示
し、本明細書と併せて本発明の原理を説明するのに役立つ。本発明の他の実施形態及び本
発明の多くの付随する利点は、以下の詳細な説明を参照してよりよく理解されることが容
易に認識される。
【００２５】
　実施形態の図のさらなる抽象化を容易にするため、商業的に実施可能な実施形態におい
て有用又は必須であり得る共通かつ／又は十分に理解されている要素は、必ずしも示され
ていないことが認識される。これらの図面の要素は、必ずしも互いに対して縮尺通りに図
示されていない。方法の実施形態における所定の動作及び／又はステップは、特定の発生
順序において記載または描写され得るが、当業者はこのような順序に関する特定性は実際
には要求されないことを理解するということが認識される。本明細書で使用される用語及
び表現は、特定の意味が本明細書中に定められている場合を除き、それらの対応するそれ
ぞれの調査分野及び研究分野に関してそのような用語及び表現に与えられている通常の意
味を有することもまた理解される。
【００２６】
　まず、図１（ａ）～図１（ｅ）及び図２（ａ）～図２（ｅ）を参照すると、特に好まし
い実施形態に係る包装組立体１が一連の五面図に示される。図１（ａ）～図１（ｅ）は、
閉じた状態の包装組立体１を示しており、図２（ａ）～図２（ｅ）は、開いた状態の包装
組立体１を示している。また、同じ包装組立体１は、図３（ａ）及び図３（ｂ）の斜視図
並びに図４及び図５の分解図に示されている。
【００２７】
　特に、図４及び図５から明らかなように、本実施形態の包装組立体１は、ｅ－シガレッ
トなどの細長い円筒形状の物品Ｃのために具体的に設計されている。この目的のため、包
装組立体１は、内側筐体の形態である内側本体部２を含んでおり、内側本体部２は、３つ
並んだ筒状収容体３を含んでいる。各筒状主要体３はそれぞれ上方開口を有し、細長い物



(8) JP 6313472 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

品Ｃ又はｅ－シガレットを１つずつ受容するための内部区画４を画定する。さらに、包装
組立体１は、内側筐体２の上部を実質的に包囲する又は取り囲む外側筐体の形態である外
側本体部５を含んでいる。この点において、外側筐体５は、内側筐体２と同様の形状を有
するが、その大きさは内側筐体２よりも僅かに大きい。これにより、外側筐体５は、内側
筐体２の上方領域にスリーブ方式で取り付けられるように構成される。すなわち、内側筐
体２は、外側筐体５によって包囲された空洞内に少量の遊びをもって嵌着する。このよう
にして、内側筐体２と外側筐体５とは併せて、物品又はｅ－シガレットＣのための包装組
立体１の収容部を形成する。
【００２８】
　図面の図１～図５を参照すると、内側筐体２は、複数の締結クリップ３０を介して内側
筐体２の下端領域にスナップフィットにてぴったりと嵌合するように設計された端部キャ
ップ又は底部キャップ６を含んでいることがわかる。各締結クリップ３０は、（すなわち
、内側筐体２の前後の外側部の）溝３１と、端部キャップ６の対向する内側部の相補的な
舌状要素３２とを備えている。このようにして、端部キャップ６は内側筐体２に固定され
、全？？体として包装組立体１のための底部を形成する。一方、上端領域では、包装組立
体１は、ヒンジ連結部８を介して外側筐体５に枢支連結された楕円形状の蓋の形態である
カバー部材７を含んでいる。該カバー部材又は蓋７は、該ヒンジ連結部８を介して、内部
区画４へのアクセスを防止するための図１に示されるような閉位置と、外側筐体５の上側
開口を介して内部区画４及び内部区画４が収容しているｅ－シガレットＣへのアクセスを
可能にするための図２に示すような開位置との間で枢動可能である。
【００２９】
　図面の図１及び図２を再度簡単に参照すると、図１と図２との違いは、楕円形状の蓋７
の位置にのみ関わるものではないことに留意されたい。むしろ、外側筐体５は内側筐体２
に対して、外側及び内側筐体２，５上に設けられたアローヘッド記号が互いに向かって移
動するように、端部キャップ６に向かって変位距離ｄにわたり垂直下方へと変位されるこ
とがわかる。図１（ａ）～図１（ｅ）に示される外側筐体５の位置は、包装組立体１の第
１の非作動位置Ａに対応し、図２（ａ）～図２（ｅ）に示される外側筐体５の位置は、第
２の作動位置Ｂに対応する。
【００３０】
　包装組立体１の特定の構造及びその様々な構成部品が相互に連結及び関係する様式につ
いて、図４及び図５の２つの分解図並びに図６（ａ）～図６（ｋ）及び図７（ａ）～図７
（ｋ）を具体的に参照して説明する。図６（ａ）～図６（ｋ）及び図７（ａ）～図７（ｋ
）は、包装組立体１の複数の断面図を示すだけでなく、種々の操作状態における包装組立
体１の特定の特徴についての詳細もまた示している。
【００３１】
　図面の図４及び図５から明らかなように、包装組立体１のヒンジ連結部８は、カバー部
材又は蓋７上のヒンジ要素９を含み、ヒンジ要素９は、外側筐体５の後側の相補的なヒン
ジ要素１０の間に受容されて、該相補的なヒンジ要素１０と協同する。対応するピン１１
は、それぞれのヒンジ要素９，１０内に挿入されて、このヒンジ連結部８のための外側枢
軸Ｏを画定する。加えて、内側筐体２は、直立した棒状の連結要素１２であって、対応す
るスタッドピン１４の一方の端部を受容するための横向溝１３を上側端部に含んでいる連
結要素１２を有することがわかる。各スタッドピン１４の反対側の端は、カバー部材又は
蓋７の内側に設けられた追加のヒンジ要素１５の対応する孔に挿入されている。このよう
にして、蓋７は、ヒンジ連結部８を介し外側枢軸Ｏを中心として外側筐体５に枢支連結さ
れるだけでなく、連結要素１２の上端において第２ヒンジ連結部１６を介し内側枢軸Ｘを
中心として内側筐体２にも枢支連結されている。この二重ヒンジ連結部は、図７（ｂ）及
び図７（ｈ）に示される断面図において最も明らかであろう。
【００３２】
　外側筐体５及び内側筐体２の両方に対するヒンジ連結部８，１６があるため、外側筐体
５を内側筐体２に対して（図１に示す）第１位置Ａから（図２に示す）第２位置Ｂへと下
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方に移動させることにより、蓋７が、外側筐体５の上端にてリム１７を封止している閉位
置から追い出される。ここで、外側筐体５が内側筐体２の直立した棒状の連結要素１２に
対して下方に移動し、続いて該連結要素１２がカバー部材７と接触して上方に作用するこ
とにより、カバー部材７が開くことになる。これが起こると、スタッドピン１４は、内側
枢軸Ｘを中心として枢動することが可能になると共に、連結要素１２の水平溝状の凹部１
３内で横方向に移動することも可能になり、それによって、外側筐体５とのヒンジ連結部
８における外側枢軸線Ｏを中心として蓋７を回動させることが可能になる。この実施形態
のヒンジ連結部８は、外側筐体５の後側から突出するように形成されているが、包装組立
体１に平滑又は面一な後面を設けるため、代わりに外側筐体５内へ設置され得ることに留
意されたい。
【００３３】
　図４及び図５を再び参照すると、包装組立体１は、内部区画４を画定する筒状収容体３
の１つの中心周りにて、内側筐体２と外側筐体５との間に取り付けられたコイルばね１８
を含む。このコイルばね１８は、図６に示すように、外側筐体５を第１位置Ａに付勢する
ように構成されている。それにより、使用者が外側筐体５を把持して内側筐体２に対して
第２位置Ｂに向かって上下方向に下降させると、外側筐体５の移動がコイルばね１８の押
勢力に抗して起こり、その移動によってコイルばね１８が徐々に圧縮される（図６（ｄ）
及び図７（ｄ）参照）。
【００３４】
　包装組立体１はまた、突部又は当接部の形態である止め要素１９，２０を含み、これら
の止め要素１９，２０は、相互係合して内側筐体２に対する外側筐体５の移動の限界を画
定しており、これによって第１及び第２位置Ａ，Ｂを効果的に画定している。例えば、図
６（ｂ）及び、特に該図における上側の詳細を参照すると、外側筐体５が内側に向いた突
部又は肩部１９を含んでおり、該突部又は肩部１９は、内側筐体２の後側部の溝又は凹部
２１内へと延びており、その凹部２１の上端にて肩部又は相補的な当接部材２０に係合し
て、外側筐体５がコイルばね１８の付勢に抗して内側筐体２に対し上方に移動することを
制限することがわかる。また、図７（ｂ）及び該図における２つの詳細のうち対応する上
側も参照すると、外側筐体の内側部にて内方へと突出している当接要素１９もまた同様に
、内部筐体２の後側部に形成された凹部２１の肩部又は下端２０’と協同して、下方止め
部を形成する又は外側筐体５の第２位置Ｂにおける下方への変位を制限する。
【００３５】
　ここで、図６（ｈ）及び図７（ｈ）並びに、特にこれら各図面の対応する詳細を参照す
ると、内側及び外側筐体２，５が相補的な掛止要素２２，２３を有しており、外側筐体５
が内側筐体２に対して第２位置Ｂに向かって下方に変位した際に、相補的掛止要素２２，
２３が互いに係合して解放可能に相互係止するように構成及び配置されていることがわか
る。すなわち、相補的な係止要素２２，２３は、相互係止することによって、圧縮された
ばね１８が外側筐体５を第１位置Ａに向かって付勢又は押勢するように作用していても、
外側筐体５を内側筐体２に対して第２位置Ｂに保持すると共に、それによって蓋７を開位
置に保持するよう設計されている。この点に関して、該実施形態の相補的な掛止要素２２
，２３は、図４から特に明らかなように、内側筐体２の前側部における突起要素２２と、
外側筐体５の内側部における、突起要素２２に隣接した相補的な鋸歯状突部２３との一対
を含む。図６（ｈ）及び図７（ｈ）に示すように、各突起部２２はテーパ面又は傾斜面２
４及び係止面２５を有し、各鋸歯状突部２３も同様にテーパ面又は傾斜面２６及び係止面
２７を有する。係止面２５，２７は、外側ケース５が第２位置Ｂにある際に、互いに係合
して相互係止する。しかしながら、相補的な掛止要素２２，２３は、外側筐体５に対して
内側筐体２の端部（例えば、端部キャップ６）に所定の力を加えることにより、互いに自
動的に係合解除又は解放されるように設計されている。この目的のため、突起要素２２は
、相互係止及び解放の両方を容易にするよう屈曲し又は撓み得る。
【００３６】
　包装組立体１の外側本体部又は外側筐体５が第２位置Ｂに移動させられてカバー部材又
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は蓋７が図２及び図７に示される開位置にある際に、内側筐体２，５とカバー部材又は蓋
との相互連結及びばね要素１８を備えた機構は、ｅ－シガレット又は物品Ｃの１つがそれ
ぞれ１つの内部区画４内に（再）挿入又は（再）導入される際に、閉位置に戻るように蓋
７を自動的に移動させるように構成されている。すなわち、内部区画４に挿入された際に
、ｅ－シガレットＣの端部が内側筐体２の底部を形成するキャップ６の内側部に接触して
押圧される。このようにして、使用者は、ｅ－シガレットＣを介して外側筐体５に対し内
側筐体２に小さな力又は衝撃を付与することができ、そして該力又は衝撃は相補的な掛止
要素２２，２３を係合解除又は解放するように作用し、それによって内側又は外側筐体２
，５がコイルばね１８の作用又は付勢によって互いに対して第１位置Ａまで移動し、カバ
ー部材又は蓋７が開位置から閉位置に戻るように移動する。使用者に保持された外側本体
部５に対して内側本体部２に作用するｅ－シガレットＣの重量であっても、掛止手段２２
，２３を係合解除又は解放するのに十分であり得る。
【００３７】
　最後に、外側筐体５は、包装組立体１の両側において隆起した輪郭を有するグリップ要
素２８であって、外側筐体５に対する使用者のグリップを向上させて使用者による外側筐
体５の快適かつ安全な取り扱いを促進するためのグリップ要素２８を含んでいることに留
意されたい。これにより、グリップ要素２８は、外側筐体５が内側筐体２に対して第１位
置Ａと第２位置Ｂとの間で手動で動くことを容易にすることができる。グリップ要素２８
は、外側筐体５と共に射出成形されてもよく、外側筐体５の側面に形成された凹部に挿入
される又は該凹部から延びている弾性合成ゴム片を用いてもよい。
【００３８】
　本明細書では、本発明の特定の実施形態について図示及び記載しているが、当業者であ
れば、様々な代替の及び／又は均等な実施形態が存在することを理解するであろう。１つ
以上の例示の実施形態は単なる例示であって、いかなる形であれその範囲、適用可能性又
は構成を限定することを意図するものではないことを理解されたい。むしろ、前述の要約
及び詳細な説明は、当業者に対して少なくとも１つの例示の実施形態を実施するための便
宜的な道筋を提供するが、例示の実施形態に記載された機能及び構成において、様々な変
更が添付の特許請求の範囲に記載された範囲及びそれらの法的な均等物から逸脱すること
なく行われ得る。概して、この出願は、本明細書で説明した特定の実施形態についての任
意の適合又は変形を包含することを意図している。
【００３９】
　また、本明細書において、「備える（"comprise"、"comprising"）」、「含む（"inclu
de"、"including"）」、「包含する（"contain"、"containing"）」、「有する（"have"
、"having"）」及びそれらの任意の変形は、包括的（すなわち、非排他的）な意味で理解
されることが意図されており、本明細書に記載されたプロセス、方法、機器、装置又はシ
ステムは、詳述されたそれらの特徴、部分、要素又はステップに限定されるものではなく
、明示的に記載されていない又はそのようなプロセス、方法、物品若しくは装置に固有の
ものではない他の要素、特徴、部分又はステップを含んでいてもよい。さらに、本明細書
で使用されている用語"a"及び"an"は、他に明示的に述べられていない限り、１つ又は複
数を意味すると理解されることを意図している。さらに、用語「第１」、「第２」、「第
３」等は、単に標識として使用され、数的な要件を課すること及びそれらの対象の重要性
についての特定の順位を確立することを意図したものではない。
【符号の説明】
【００４０】
１　　包装組立体
２　　内側本体部又は内側筐体
３　　筒状収容体
４　　内部区画
５　　外側本体部又は外側筐体
６　　端部キャップ
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７　　カバー部材又は蓋
８　　ヒンジ連結部
９　　ヒンジ要素
１０　ヒンジ要素
１１　ピン
１２　連結要素
１３　横向溝又は横向凹部
１４　スタッドピン
１５　ヒンジ要素
１６　ヒンジ連結部
１７　外側筐体の上方リム
１８　ばね要素
１９　止め要素又は突部
２０　止め要素又は肩部
２１　溝又は凹部
２２　掛止要素又は突起要素
２３　掛止要素又は鋸歯状突部
２４　テーパ面又は傾斜面
２５　係止面
２６　テーパ面又は傾斜面
２７　係止面
２８　グリップ要素
３０　締結クリップ
３１　舌状要素
３２　溝
Ｃ　　物品又はｅ－シガレット
Ａ　　第１位置
Ｂ　　第２位置
ｄ　　変位距離
Ｏ　　外側枢軸
Ｘ　　内側枢軸
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